
資料２ 

小児救急医療体制の整備状況について 

 

１ 小児救急医療を担う医療機関の整備状況 （資料２―②） 

（１）  小児の第二次救急医療体制については、小児救急医療支援事業注１による整

備地区が１４４か所、小児救急医療拠点病院運営事業注２による整備が２９か

所となっている＊。（平成１９年９月１日現在） 

（注１：参考資料３の１－②、注２：参考資料３の１－③ 参照） 

（２）  救命救急センターは、小児を含むすべての重篤な救急患者を２４時間体制で

受け入れるものとされており、全国に２１４か所整備されている＊。（平成  

２１年３月１日現在） 

       

２ 集中治療室（ＩＣＵ）等の整備状況 

（１）  特定集中治療室（ＩＣＵ）は全国６７０施設に５，４５３床、新生児特定集

中治療室（ＮＩＣＵ）は全国２８０施設に２，３４１床整備されている＊＊。 
 

（２）  救命救急センターは専用の集中治療室（ＩＣＵ）を有するほかに、必要に応

じて心臓病専用室（ＣＣＵ）、脳卒中専用病室（ＳＣＵ）及び小児救急専門病

床（小児専門集中治療室）等を設けるものとされており、救命救急センター  

２０４施設のうち６施設に１９床の小児救急専門病床（小児専門集中治療室）

が整備されている＊。（平成１９年１２月１日現在）（資料２－③） 

 

（３）  小児集中治療室（以下「ＰＩＣＵ」という）については、「小児医療の体制

構築に係る指針」＊＊＊の中で、小児の救命救急医療を担う医療機関は、ＰＩＣ

Ｕを運営することが望ましいとされている。（資料２－④） 

 

（４）  小児専門病院のＰＩＣＵについては、独立したＰＩＣＵ有り：１５施設、Ｐ

ＩＣＵなし：１１施設、無回答：３施設であった。ＰＩＣＵを有する１５施設

の病床の内訳は、「術後患者用」が５２床、「重症・救急患者用」が８５床、「術

後患者用と重症・救急患者用の区分なし」が２３床で、合計１６０床であった
＊＊＊＊。（平成２０年３月３１日現在）（資料２－③） 

 
＊    厚生労働省医政局指導課調べ 

＊＊   平成１７年医療施設調査（厚生労働省大臣官房統計情報部） 

＊＊＊  厚生労働省医政局指導課長通知「疾病又は事業ごとの医療体制について」（平成１９年７月２０日） 

＊＊＊＊ 小児総合医療施設協議会調べ 



※１ 平成２０年８月1日現在
※２ 平成２０年１１月1日現在

救 急 医 療 体 系 図

救命救急センター（214カ所）

・病院群輪番制病院（405地区）
・共同利用型病院（9カ所）

・小児救急医療支援事業（144地区）
・小児救急医療拠点病院（29カ所（63地区））

・総合周産期母子医療センター（64カ所）
・地域周産期母子医療センター（210カ所）

小児救急電話相談事業（45カ所）

大人の救急患者 子どもの救急患者

救命救急医療(24時間)

入院を要する救急医療（休日・夜間） 入院を要する小児救急医療（休日・夜間）

初期救急医療（休日・夜間）

小児救急に関する電話相談（休日・夜間）

・在宅当番医制（641地区）
・休日夜間急患センター（516カ所）

（未熟児等）

平成21年2月1日現在

平成20年3月3１日現在

平成19年9月１日現在

平成21年3月1日現在

平成20年3月3１日現在

小児初期救急センター
（平成18年度補正予算により整備）

・総合周産期母子医療センター（７５カ所）※１

・地域周産期母子医療センター（237カ所）※２
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２０１床

31

30

救命救急センター運営病床数

厚生労働省医政局指導課調べ
（平成１９年１２月１日現在）

小児総合医療施設協議会調べ
（平成２０年３月３１日現在）
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資料２－③

重症・
救急用

ＰＩＣＵ病床数

救命救急センターの小児救急専門病床数

施  設  名

小児専門病院のＰＩＣＵ病床数

術後用

0

65

術後患者用と重症・救急患者用病床の
区分なし

合計

6

ＰＩＣＵ病床の内訳

術後患者用病床のみ有り

重症・救急患者用病床のみ有り

術後患者用病床と重症・救急患者用病床有り

施設数



資料２－④ 
疾病又は事業ごとの医療体制について（抜粋） 
（平成 19 年 7 月 20 日付医政局指導課長通知） 

 
小児医療の体制構築に係る指針 
第２ 医療機関とその連携                       
２ 各医療機能と連携 
（４）小児中核病院 

三次医療圏において中核的な小児医療を実施する。 
（４－１）高度な小児専門医療を担う機能【高度小児専門医療】 

① 目標 
・ 地域小児医療センターでは対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療

を実施すること 
② 医療機関に求められる事項 
・ 広範囲の臓器専門医療を含め、地域小児医療センターでは対応が困難な患

者に対する高度専門的な診断・検査・治療を実施すること 
・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

③ 医療機関の例 
・ 中核病院（改革ビジョン＊に規定されるもの） 
・ 大学医学部附属病院 
・ 小児専門病院 
 

（４－２）小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】 
① 目標 

・ 小児の救命救急医療を２４時間体制で実施すること 
② 医療機関に求められる事項 

・ 地域小児医療センターからの紹介患者や救急搬送による患者を中心として、

重篤な小児患者に対する救急医療を２４時間３６５日体制で実施すること 
・ 小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を運営することが望ましいこと

・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 
・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

③ 医療機関の例 
・ 救命救急センター 
・ 小児救急医療拠点病院のうち救命救急医療を提供するもの 

＊ 平成１８年６月の小児科学会理事会中間報告書「小児医療提供体制の改革ビジョン」のを指す 
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